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海産物の電話勧誘販売･送り付けトラブル海産物の電話勧誘販売･送り付けトラブル

【問い合わせ】消費生活センター（産業政策課内 ☎287- 0858）

　全国の消費生活センター等には、
海産物の電話勧誘販売や送り付けの
トラブルに関する相談が寄せられて
います。「新型コロナウイルス感染

症の影響で収入が減って困っている」などと消費
者の親切心につけ込む勧誘のほか、強引な勧誘に
よるトラブルも目立ちます。また、「電話勧誘を
断ったのに後日商品が届いた」など、送り付けの
事例も報告されていますので、トラブルに遭わな
いよう注意しましょう。

事例①…電話で「新型コロナウイルス感
染症の影響で海産物が売れず困って
いる。支援してほしい」と言われ、承
諾してしまった。よく考えたら必要ないので断
りたい。

事例②…「以前、海産物を購入していただいたの
で、今回も買ってくれませんか」という電話が
あった。何度も断ったのに、業者は「送ります」
と言って電話を切ってしまった。もし届いたら
どうすればよいのだろうか。

相 談 事 例！

▽おかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
▽事業者からの電話勧誘で契約をした場合は、

クーリング･オフが利用できます。
▽電話で勧誘され、商品の購入を承諾していない

にもかかわらず一方的に商品が送り付けられて
しまった場合は、受け取りを拒否しましょう。

▽一方的に送り付けられた商品を受け取ってし
まった場合でも、代金を支払う必要はなく、商
品を直ちに処分することができます。

▽商品の受け取りを拒否するときや受け取ってし
まった後に処分をするときには、送り主の名称
や所在地をメモし、商品等は写真に残すなどし
て、事業者の情報を控えておきましょう。

▽普段から留守番電話にしておき、相手を確かめ
てから電話に出るようにしましょう。

　困ったときや不安を感じた場合は、一人で悩ま
ずに、すぐに消費生活センター（☎287- 0858）や
消費者ホットライン（☎188）へ相談しましょう。

ト ラ ブ ル を 防 ぐ に は …

トラブルに遭ったらすぐに相談を！
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全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除
平成24年度の月分 １万5,220円 １万1,410円 7,610円 3,800円
平成25年度の月分 １万5,190円 １万1,390円 7,600円 3,800円
平成26年度の月分 １万5,340円 １万1,510円 7,670円 3,830円
平成27年度の月分 １万5,670円 １万1,750円 7,830円 3,920円
平成28年度の月分 １万6,330円 １万2,240円 8,160円 4,080円
平成29年度の月分 １万6,540円 １万2,410円 8,260円 4,130円
平成30年度の月分 １万6,370円 １万2,270円 8,190円 4,090円
令和元年度の月分 １万6,430円 １万2,320円 8,210円 4,100円
令和２年度の月分 １万6,540円※ １万2,400円※ 8,270円※  4,130円※

令和３年度の月分 １万6,610円※ １万2,460円※ 8,300円※  4,150円※

※追納加算額はありません。
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